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第５章 その他 
１ 小規模危険物施設の定期点検◆ 

危政令第８条の５に規定する定期点検が必要な危険物施設以外の危険物施設（以下、小規模危険

物施設とする。）は、災害発生の防止及び自主保安管理体制の確立を目的に別添１の点検表によ

り、年１回以上点検を行うこと。なお、当該点検表は３年間保存すること。 
２ 設置、大規模工事時の審査表◆ 

危険物施設の設置及び大規模な変更工事を実施する場合には、円滑な審査を行うため、事業者に

て別添２の審査表にて申請内容の確認を行い、その審査表を申請書類に添付すること。 

３ 危険物施設の消防用設備関係の届出 

危険物施設に設置する消防用設備等の工事に着手する場合は、10 日前までにその種類、工事内容

を消防長に届出なければならない。この場合、添付書類が設置（変更）許可申請の内容と重複する

場合は添付書類を省略することができる。また、当該工事が平成９年消防予第 192 号（別添３）に

掲げる軽微な工事に該当するものにあっては、着工届を要しないことができるものとする。 

なお、危険物施設の消防用設備の工事については完成検査を実施するため、設置届については提

出を要しない。（完成検査時に試験記録等を提出すること。） 

４ 申請区分の判断基準 

実施する工事が変更許可申請を必要とする工事、資料の提出を要する軽微な変更工事及び資料の

提出を要しない軽微な変更工事のいずれに該当するかの判断基準は、平成 14 年消防危第 49 号及び

令和６年消防危第 48 号（別添４）による。 
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小規模危険物施設定期点検表 
名 称  所在地  

点検対象 

設置許可年月日・番号          年    月    日                        号 

製造所等の別（施設名）  

危険物の類、品名、数量、倍数  
                                                          

倍 

点 検 年 月 日 年    月    日 

点検実施者 

危険物取扱者 

又は実施者 

氏名  

免状の区分 種  第   類   免状番号 

立会い危険物 

取扱者 

氏名  

免状の区分 種  第   類   免状番号 

区 分 番号 点 検 事 項 点 検 方 法 結 果 

位置 
１ 保安距離は保たれているのか。代替措置の防火塀の損傷はないか。 目視  

２ 保有空地は保たれているのか。代替措置の防火塀の損傷はないか。 目視  

構造 

３ 建物及び工作物の亀裂、変形、損傷はないか。   

４ 窓、防火戸の亀裂、変形、損傷はないか。ガラスは網入りか。   

５ 床、排水溝、ためます、分離槽に亀裂、変形、損傷はないか。   

６ 防油堤、配管、水抜き管の亀裂、変形、損傷はないか。（ボルトゆるみ） 目視、注１  

７ 屋外（屋内）タンクの漏れ、亀裂、変形、損傷はないか。（ボルトゆるみ） 目視、注１  

８ 通気管の位置、高さ、引火防止網は適当か。 目視  

設備 

９ 換気設備は有効に機能しているか。 目視、注２  

１０ 危険物を取り扱う設備に漏れ等が発生してないか。（ボルトゆるみ） 目視、注１、２、３  

１１ 危険物を加熱、加圧する設備の計器類に損傷、ゆるみはないか。 目視、注１、２、３  

１２ 配管等に耐熱性の物を使用しているか。 目視  

貯蔵取扱 

１３ 危険物の貯蔵、取扱は、許可数量以内か。 目視  

１４ 危険物の貯蔵、取扱は、許可された品名以外のものはないか。 目視  

１５ 危険物の貯蔵、又は、取り扱う容器に漏れ等が発生してないか。 目視  

１６ 製造所等でみだりに火気を使用していないか。 目視  

１７ 床、排水溝、ためます、分離槽等の清掃は行われているか。 目視  

１８ 製造所等の整理、整頓状況は良いか。 目視  

１９ 製造所等内及び周囲に不要な可燃物はないか。 目視  

２０ 危険物の屑、カス、油ボロ等が放置されていないか。 目視  

２１ 屋外タンク等の計量口、元弁は確実に閉鎖してあるか。 目視  

２２ 防油堤の水抜口は確実に閉鎖してあるか。 目視  

標識 
２３ 適正な標識、掲示板が設けられているか。取り付け状況は良いか。 目視  

２４ 標識、掲示板及び表示内容に損傷、汚損はないか。 目視  

消火器 
２５ 消火器は既定の個数か、配置は良いか、失効期限は。 目視  

２６ 消火器の変形、損傷はないか。 目視  

その他 

２７ 製造所内には、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。   

２８    

２９    

３０    

備考 
（注）その他、施設の種類に応じて政令及び規則の基準に従って管理が行われているかどうかを点検する。 

注１：ハンマーテスト   注２：作動状況確認試験   注３：機能試験 

措置等  

危険物保安監督者又は 

施設責任者 

氏名  免状区分  

氏名   

別添１ 
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危険物製造所・一般取扱所審査表 

製造所等の区分 □ 製造所  □ 一般取扱所 名  称  

危険物の 

種類･数量等 

□ 種 別 

□ 品名･数量 

□ 倍 数 

※フローシート 

※工程概要・取扱物質一覧表 

※物性表（危険物･毒性物質） 

位  置  等 
□ 近隣保安物件（       ）までの距離（        ）ｍ 

□ 保有空地（        ）ｍ 
(令)９条１号、２号 

耐震設計 □ 設計水平震度Ｋｈ≧（           ）  

面 積 等 (ストラ

クチャー) 

□ 延べ面積（         ）㎡ 

構造  □ 鉄筋コンクリート  □ 鉄 骨 

    □その他（              ） 

□ 耐火性能（        ）時間 

□ 高さ（             ）ｍ 

石油類貯蔵･取り扱う高さ（           ）ｍ 

※建築物は屋内貯蔵所審査表の建

築物の構造等による 

 

２０号タンク 

□ 基 数（         ）基 

□ 総容量（           ）kL 

地下タンク又は床面下タンク  □ 有・□ 無 

※詳細は屋外タンク貯蔵所審査表に

よる 

(令)９条２０号イ、ロ、ハ 

油分離装置等 

□ 囲いの高さ（       ）ｍ 

□ 有効容量（      ）ｍ3 

油分離装置 □ 専用 □ 供用（      ） 

□ 排水能力（         ）ｍ3／ｈ 

排水方法 □暗渠  □ポンプ  □側溝  □その他（         ） 

排出先 □廃水処理場  □一般排水  □その他（           ） 

※系統図 

(令)９条１２号 

 

換気設備 □ 強制換気   能力（         ）回／ｈ  □ 自然換気 (令)９条１１号 

電気設備 

□ 配線の種類（          ） 

□配線の保護  □金属管  □ピット  □その他（         ） 

□耐圧防爆  □安全増防爆  □普通  □その他（         ） 

(令)９条１７号 

 

雷保護 □JIS Z 9290-3（         ） (令)９条１８号，１９号 

警報設備 

□ 自火報  □ 押しボタン  □ ページング 

□ 無線  □ その他（      ） 

受信機の位置  □ 主 （      ） □ 副（      ） 

(令)２１条 

 

他法令等 

石油等の 

総貯蔵量等 

□ 石油類の総貯蔵量（          ）kL 

□ 高圧ガスの総処理量（          ）ｍ3
Ｎ 

(石)２条 

高圧ガスの種類 ・ 

数 量 等 

□ 種 類 

□ 品名・数量 
 

レ イ ア ウ ト 
□ 周辺道路の幅員（          ）ｍ 

□ セットバックエリア（          ）ｍ 

※レイアウト図 

(石)レイアウト省令 

他法令適用 

の有無 

□ 有（                    ） 

□ 無 
 

別添２ 
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危険物屋内貯蔵所審査表 

製造所等の 

区分 
屋内貯蔵所 名 称   

危 険 物 の 

種類・数量等 

□類別 

□品名･数量 

□倍数 

※物性表 

 

位  置  等 
□近隣保安物件（         ）までの距離（     ）ｍ 

□保有空地（      ）ｍ 

※レイアウト図 

(令)１０条１号、２号 

耐 震 設 計 □設計水平震度Ｋｈ≧（      ）  

 

 

建築物等の 

構  造  等 

□階数（     ）階 

□建築面積（      ）㎡ □延べ面積（      ）㎡ 

(令)１０条３～１５号 

屋根□スレート □鉄筋コンクリート 

□鉄板  □その他（       ） 

壁 □スレート □コンクリート 

□鉄板   □その他（      ） 

床  □コンクリート 

□その他（         ） 

梁 □鉄骨 □鉄筋コンクリート 

  □その他（          ） 

出入り口 □ 特定防火設備 

□ 防火設備 

窓  □網入りガラス 

□その他（         ） 

柱 □鉄筋コンクリート□鉄骨    □その

他（        ） 

保冷･保温□有（           ） 

       □無 

天井  □有  □無 部屋数（                 ） 

区画 □有（        ） 

   □無 

貯蔵の形態 

（                ） 

換 気 設 備 
□ 強制換気能力（     ）回／ｈ 

□ 自然換気 
(令)１０条１２号 

電 気 設 備 

□ 配線の種類 

□ 配線の保護 □金属管 □ピット  □その他（          ） 

□ 耐圧防爆   □安全増防爆 □普通 □その他（         ） 

(令)１０条１３号 

 

雷 保 護  □JIS Z 9290-3（        ）   (令)１０条１４号 

警 報 設 備 

□ 自火報 □ 押ボタン  □ ページング 

□ 無線 □ その他（            ） 

受信機の位置 □主（        ）□副（           ） 

(令)２１条 

 

他法令等 

石 油 等 の

総貯蔵量等 

□石油類の総貯蔵量（       ）kL 

□高圧ガスの総処理量（      ）ｍ3
Ｎ 

□周辺道路の幅員（       ）ｍ 

(石)２条 

(石)レイアウト省令 

 

他法令適用 

の  有  無 

□有（                     ） 

□無 
 

別添２ 
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危険物屋外タンク審査表 

製造所等の 

区分 
屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 名  称   

危険物の 

種類･数量等 

□種別 

□品名･数量 

□倍数 

※物性表 

 

位  置  等 

□近隣保安物件（    ）までの距離（    ）m 

□敷地内距離（    ）m 

□保有空地（    ）m 

※レイアウト図 

(令)１１条１号、１号の２、２号 

耐震設計 □設計水平震度Ｋｈ≧（        ）  

タンクの構造等 

□基礎工法 

（               ） 

□タンク工法 

（              ） 

(令)１１条 

(屋外タンク貯蔵所の基準) 

 

□タンク形状（                         ） 

材質記号（    ）板厚（底板   ㎜、側板   ㎜、屋根板   ㎜） 

寸法（内径    ㎜、高さ    ㎜、鏡    ㎜）容量（     kL） 

防油堤 □鉄筋コンクリート □その他 

    容量（           ）ｍ3 

    寸法（縦    ×横    ×高さ    ）㎜ 

圧力 □常圧（          ） □加圧（          ） 

通気管 □種別（    ） □数（    ） □内径又は作動圧（    ） 

安全装置□種別（     ）□数（    ）□内径又は作動圧（    ） 

□スロッシング   □座屈   中仕切 □有 □無 

□すべりの安全率  保温保冷□有・□無 

排水設備 □（             ） □系統（         ）  □表示  

電気設備 

□配線の種類（        ） 

□配線の保護 □金属管  □ピット □その他（            ） 

□耐圧防爆  □安全増防爆 □普通 □その他（            ） 

(令)１１条１３号 

 

雷保護 □JIS Z 9290-3（          ）   (令)１１条１４号 

警報設備 

□自火報  □押しボタン  □ページング 

□無線   □その他（                 ） 

受信機の位置 □主（          ）□副（           ） 

(令)２１条 

 

他法令等 

石油等の 

総貯蔵量等 

□石油類の総貯蔵量 （         ）kL 

□高圧ガスの総処理量（         ）ｍ3
Ｎ 

(石)２条 

石災法関係 

該当 □有・□無 

□周囲道路の幅員（    ）m 

□特定防災設備（                ） 

□水源及び量（                ） 

(石)レイアウト省令 

(石)特定防災施設等 

他法令適用 

の有無 

□有（                        ） 

□無 
 

別添２ 
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危険物製造所等共通審査表 

消 火 設 備 
□種類 第（ １  ２  ３  ４  ５ ）種 

□第 1 種又は第 3 種の区分（              ） 
(令)２０条 

水 源 等 

□ ピット □ タンク □ その他（       ） 

□ 有効水量（        ）ｍ3 

□ 兼用の有・無 □ 消防法（     ）ｍ3 

         □ 石災法（     ）ｍ3 

         □ 高保法（     ）ｍ3 

         □ その他（     ）ｍ3 

(石)１５条 

(令)２０条 

 

緊 急 停 止 □ 自 動 □ 手 動 □ 所要時間（     ）分 (令)９条１４～１６号 

 

 

ガ ス 検 知 □ 有 （□ 固定 □ 移動 ） □無 

電 力 

□ 買 電 （□ 一系統 □ 二系統 ） 

□ 非常電源の種類（             ） 

□ 時間（     ）分 

不 活 性 ガ ス 
□ 非常時必要量（     ）ｍ3

Ｎ 

□ 保有方法（         ）       

ス チ ー ム 
□ 非常時必要量（     ）トン 

□ 保有方法（          ） 

水 
□ 非常時必要量（     ）ｍ3 

□ 保有方法（         ） 

エ ア ー 
□ 非常時必要量（     ）ｍ3

Ｎ 

□ 保有方法（         ） 

そ の 他 

（     ） 

□ 非常時必要量（     ） 

□ 保有方法（         ） 

他法令等 

防火設備 □ 散水 □ 固定銃 □その他  

消火用屋外給水栓 設置（変更）□ 有 □ 無 

□ 水量（           ）㎥ 

  

防火資機材 □車両種類・台数（          ） □ 無  

防災要員 □ 専任（  ）名 □ 兼務（  ）名 □ 無 

 

アセスメント □ 燃焼熱影響範囲 

□ 爆風圧影響範囲 

□ 最近の類似プラントにおける事故事例及び対策 

□ 特殊な危険物取扱状況及び安全対策 

□ 危険物以外で災害等の危険性の高い物質及び安全対策 

□ 災害予想及びその対応 

 

申請担当者 事業所名 

所属         氏名      連絡先 

備考 １．（※）は添付書類を示す。   ２, その他（ ）は参照法令等を示す。 （石）石油コンビナート等災害防止法 （令）危険物の規制に

関する政令 

 

別添２ 
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消防予第 １９２ 号 

平成９年１２月５日 

 

各都道府県消防主管部長 殿 

 

消防庁予防課長 

 

消防用設備等に係る届出等に関する運用について 

消防法（以下「法」という。）第１７条の１４の規定に基づく消防用設備等の着工届、法第１７条

の３の２の規定に基づく消防設備等の設置届及び法第１７条の３の３の規定に基づく消防用設備等の

点検報告については、消防法施行令（以下「令」という。）、消防法施行規則（以下「規則」とい

う。）等により、その細目（届出等に係る手続き、提出書類等）が定められている。 

 一方、消防設備等に係る届出等については、軽微な工事、重複している添付書類の取扱い等につい

て簡素合理化が求められており、消防庁では、「消防用設備等の検査・点検のあり方検討委員会」に

おいて、届出等のあり方について検討を行ってきたところである。 

 今般、当該検討結果を踏まえ、消防用設備等に係る届出等について、下記のとおり運用することと

したので、その取扱について配慮されるとともに貴管下市町村に対してもこの旨示達され、よろしく

御指導願いたい。 

 

記 

 

第１ 消防設備等に係る軽微な工事に関する運用について 

消防設備等の着工届並びに設置届及び消防検査については、消防用設備等を新たに設置する場

合及び既存の消防用設備等の増設、改造等を行う場合を対象としているところであるが、当該消

防設備等に係る工事の区分、内容等に応じ、次のとおり運用することとする（参考１）。 

１ 消防設備等の着工届について 

  法第 17 条の 14 の規定に基づく消防用設備等の着工届は、別紙１、１から５までに掲げる消防用

設備等に係る工事について要するものである。ただし、別紙１，２から４までに掲げる消防用設備等

に係る工事のうち、別紙２に掲げる軽微な工事に該当するものにあっては、次により取り扱うことに

より、着工届を要しないことができるものとする（軽微な工事又は別紙１，６に掲げる「補修」以外

の工事を同時に行う場合を除く。）。 

（１） 令第３６条の２第１項に掲げる消防用設備等に係る工事については、着工届の有無にかかわら

ず、当該消防用設備等に係る甲種消防設備士が行うこと。 

（２） 甲種消防設備士は、軽微な工事を実施した場合においても、当該工事の内容を記録するととも

に、消防用設備等試験結果報告書、当該消防用設備等に関する図書（設計書、仕様書、計算書、系

統図、配管・配管図、平面図、立面図、断面図等）及び現場の状況を補足する写真、試験データー

等を作成・整備し、防火対象物の関係者に提出すること。 

（３） 防火対象物の関係者は、消防設備等の修理、整備等の経過一覧表に所要の事項を確実に記録す

るとともに、規則第３１条の４第２項に規定する維持台帳に所要の書類を添付して保存し、査察時

等に提示できるようにしておくこと。 

２ 消防用設備等の設置届及び消防検査について 

  法第１７条の３の２の規定に基づく消防設備等の設置届及び消防検査は、別紙１、１から５まで

に掲げる消防設備等に係る工事について要するものである。ただし、別紙１、２から４までに掲げ
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る消防用設備等に係る工事のうち、別紙２に掲げる軽微な工事に該当するものにあっては、次によ

り取り扱うことができるものとする。 

（１）軽微な工事にあっても、設置届を省略することはできないものであること。 

（２）軽微な工事に係る消防検査については、設置届に添付された消防用設置等試験結果報告書、当

該消防用設備等に関する図書等の確認により消防検査を行うこととし、現場確認を省略することが

できること（当該軽微な工事又は別紙１、６に掲げる「補修」以外の工事を同時に行う場合を除

く。）。 

（３）軽微な工事に係る事項については、査察等の機会を捉え、維持台帳に編冊された経過一覧表及

び試験結果報告書の内容並びに現場の状況を確認し、消防用設備等が適正に設置・維持されている

ことを確認すること。 

３ 運用上の留意事項について 

  前１及び２により運用をするにあたっては、次の事項に留意するものとする。 

（１） 消防用設備等の「撤去」については、着工届及び設置届を要しないものであるが、防火対象物

の関係者から事前に情報提供を求めること等により、その実態を把握することが望ましいこと。 

（２） 消防設備等に係る軽微な工事については、次によること。 

  ア 消防用設備等に係る軽微な工事については、甲種消防設備士により適切な工事が行われてい

ることを前提に着工届及び消防検査の簡素化を図ったものであること。したがって、法第１７

条の５の規定による消防設備士の業務独占に係る工事以外の工事については、今回の運用の対

象外であること。 

  イ 消防設備等に係る軽微な工事の範囲については、別紙２に掲げるとおりであるが、これらに

該当するか否か判断し難しいものにあっては、甲種消防設備士に対して、事前に相談、協議す

るよう指導すること。 

（３） 甲種消防設備士に対しては、講習会等の機会をとらえ、着工届を要する工事の区分、軽微な工事

の範囲、工事実施上の留意事項等について、周知されたいこと。 

 

第２ 消防設備等に係る届出等に関する運用について 

    消防設備等の着工届出、設置届及び点検報告については、原則として消防用設備等ごとに当該

設備に係る所要の図書を添えて提出することとされている（参考２）が消防事務の簡素合理化の観

点から、次のとおり運用することとする。 

 １ 消防設備等の着工届について 

   「消防設備等の着工届に係る運用について」（平成５年１０月２６日付け消防予第２８５号・消

防危第８１号）によるほか、同一の防火対象物について同一時期に提出される複数の着工届の添

付図書のうち、次に掲げるものについては、一の着工届に代表して添付することにより、個々の

消防用設備等着工届出書への添付を省略できるものとする。 

○付近見取図 

○意匠図（建築平面図、断面図、立面図等） 

○関係設備共通の非常電源関係図書 

○防火対象物の概要表 

 ２ 消防用設備等の設置届について 

   消防設備等の設置届に係る添付書類について、次のとおり運用することとする。 

（１） 消防用設備等設置届出書に消防用設備等試験結果報告書及びこれに付随するデーター書を添
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付すればよいものとすること。この場合において，消防同意又は着工届に伴い既に消防機関におい

て保有している図書に変更があったとき又は不足している図書があったときは、変更部分に係る図

書の差し替え又は不足図書の追加を持って足りるものとすること。 

（２） 着工届を要しない工事について設置届を行う場合又は変更部分に係る図書の差し替え若しく

は不足図書の追加を行う場合において、同一の防火対象物について同一時期に提出される複数の設

置届の添付図書のうち、次に掲げるものについては、一の設置届に代表して添付することにより、

個々の消防用設備等設置届出書への添付を省略できるものとすること。 

 ○付近見取図 

○意匠図（建築平面図、断面図、立面図等） 

○関係設備共通の非常電源関係図書 

（３） 届出は、防火対象物ごとに行ってさしつかえないものとすること。 

３ 消防設備等の点検に係る書類の保存について、次のとおり運用することとする。 

（１） 個々の消防用設備等の点検票を保存しなければならない期間については、原則３年とし、３年

を経過したものについては、消防設備等点検結果総括表、消防用設備点検者一覧表及び経過一覧表

を保存することをもって足りることとすること。 

（２） 消防長又は消防署長が適当と認めるときは、３年を経過しない場合であっても、同様の処置を

認めて差しつかえないこと。 

 

第３ 維持台帳について 

   第１及び第２により運用を行う場合にあっては、消防用設備等の適当な設置及び維持を担保す

るため、これまで以上に消防設備等に係る維持台帳の整備が重要となる。 

   維持台帳は、各消防用設備等ごとに構造、性能等及び設置時からの状態（履歴）を明確にした

もので、おおむね次の図書等編冊（重複する図書、関連する図書等は、合本することができる。）

したものである。消防機関においては、事前相談、届出、査察等の機会をとらえ、設計・施工業

者、防火対象物の関係者に対し、維持台帳の重要性、必要な書類、データー等について周知する必

要がある。 

   ○消防用設備等着工届出書の写し 

   ○消防用設備等設置届出書の写し 

   ○消防設備等試験結果報告書 

   ○消防設備等検査済証 

   ○消防設備等点検結果報告書の写し 

   ○点検票（消防用設備等点検結果総括表及び消防用設備等点検者一覧表により代替する場合を

含む。） 

   ○消防用設備等の修理、整備等の経過一覧表 

   ○消防用設備等に関する図書（設計書、仕様書、計算書、系統図、配管・配線図、平面図、立

面図、断面図等） 

   ○現場の状況を補足する写真、試験データー等 

   ○その他必要な書類（法第４条の規定に基づく立入検査時の結果通知書等） 
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別紙１ 

   消防用設備等に係る工事の区分 

１ 新設 

    防火対象物（新築のものを含む。）に従前設けられていない消防設備等を新たに設けることをい

う。 

２ 増設 

      防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の一部を付加すること

をいう。 

３ 移設 

        防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の全部又は一部の設置

位置を変えることをいう。 

    ４ 取替え 

      防火対象物に設置されている消防設備等について、その構成機器・装置等の一部を既設のものと同

等の種類、機能・性能等を有するものに交換することをいう。 

    ５ 改造 

       防火対象物に設置されている消防設備等について、その構成機器・装置等の一部を付加若しくは交

換し、又は取外して消防設備等の構成、機能・性能等を変えることをいい、「取替え」に該当するも

のを除く。 

     ６ 補修 

       防火対象物に設置されている消防設備等について、変形、損傷、故障箇所などを元の状態又はこれ

と同等の構成、機能・性能等を有する状態に修復することをいう。 

     ７ 撤去 

       防火対象物に設置されている消防設備等について、その全部を当該防火対象物から取り外すことを

いう。 
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軽  微  な  工  事  の  範  囲 

消防設備等の種類 増      設 移     設 取  替  え 

屋内消火栓設備 

屋外消火栓設備 

①消火栓箱 

→ ２基以下で既設と同種類のものに限る。 

→ 加圧送水装置等の性能（吐出量、揚程）、配管サイズ及び警戒範囲に影響を
及ぼさないものに限る。 

①消火栓箱 

→ 同一の警戒範囲内での移設 

加圧送水装置を除く構成部品 

スプリンクラー設備 

①ヘッド 

→ ５個以下で、既設と同種類のもので、かつ、散 

 水障害がない場合に限る。 

→ 加圧送水装置等の性能（吐出量、揚程）、配管サイズに影響を及ぼさないも
のに限る。 

②補助散水栓箱 

→ ２個以下で既設と同種類のものに限る。 

①ヘッド 

→ ５個以下で、防護範囲が変わ
らない場合に限る。 

②補助散水栓 

→ 同一警戒範囲内での移設 

加圧送水装置、減圧弁、圧力
調整弁、一斉開放弁を除く構
成部品 

水噴霧消火設備 

①ヘッド 

→ 既設と同種類のもの 

→ １の選択弁において５個以内 

→ 加圧送水装置等の性能（吐出量、揚程）、配管サイズ、泡混合装置、泡消火
剤貯蔵量等の能力に影響を及ぼさないものに限る。 

①ヘッド 

→ １の選択弁において２個以内 

②手動起動装置 

→ 同一放射区画内で、かつ、操
作性に影響のない場合に限る。 

加圧送水装置、減圧弁、圧力
調整弁、一斉開放弁を除く構
成部品 

泡消火設備 

①ヘッド 

→ 既設と同種類のもの 

→ １の選択弁において５個以内 

→ 加圧送水装置等の性能（吐出量、揚程）、配管サイズ、泡混合装置、泡消火
剤貯蔵量等の能力に影響を及ぼさないものに限る。 

①ヘッド 

→ １の選択弁において５個以下
で警戒区域の変更のない範囲 

②手動起動装置 

 同一放射区画内で、かつ、操作性
に影響のない場合に限る。 

加圧送水装置(制御盤を含
む)、泡消火剤混合装置、減圧
弁、圧力調整弁、を除く構成部
品 

二酸化炭素消火設備、 

ハロゲン化物消火設
備、 

粉末消火設備 

 

①ヘッド・配管（選択弁の二次側に限る） 

→ 既設と同種類のもの 

→ ５個以下で薬剤料、放射濃度、配管のサイズ等に影響を及ぼさないものに
限る。 

②ノズル 

→ 既設と同種類のもの 

→ ５個以下で薬剤料、放射濃度、配管のサイズ等に影響を及ぼさないものに
限る。 

③移動式の消火設備 

→ 既設と同種類のもの 

→ 同一室内に限る 

④制御盤、操作盤等の電気機器、起動用ガス容器、操作管、手動起動装置、火
災感知器、放出表示灯、スピーカー、ダンパー閉鎖装置、ダンパー復旧装置 

→ 既設と同種類のもの 

→ 同一室内で、かつ、電源容量に影響を及ぼさないものに限る。 

①ヘッド・配管（選択弁の二次側に
限る。） 

→ ５個以下で放射区域の変更の
ない範囲 

②ノズル 

→ ５個以下で放射区域の変更の
ない範囲 

③移動式の消火設備 

→ 同一室内に限る 

④制御盤、操作盤等の電気機器、
起動用ガス容器、操作管、手動起
動装置、火災感知器、放出表示
灯、スピーカー、ダンパー閉鎖装
置、ダンパー復旧装置 

→ 同一室内で、かつ、電源容量
に影響を及ぼさないものに限
る。 

すべての構成部品 

→ 放射区域に変更のないも
のに限る。 

自動火災報知設備 

①感知器 

→ 既設と同種類のもの 

→ １０個以下 

②発信機、ベル、表示灯 

→ 既設と同種類のもの 

→ 同一警戒区域内に限る。 

①感知器 

→ １０個以下で警戒区域の変更
がない場合に限る。 

②発信機、ベル、表示灯 

→ 同一警戒区域内に限る。 

①感知器 

→ １０個以下 

②受信機、中継器 

→ ７回線超えるものを除く。 

③発信機、ベル、表示灯 

ガス漏れ火災警報設備 

 

①検知器 

→ 既設と同種類のもの 

→ ５個以下で警戒区域の変更がない場合に限る。 

①検知器 

→ ５個以下で警戒区域の変更が
ない場合に限る。 

受信機を除く 

避難器具（金属製避難
はしご（固定式のもの

に限る。）） 

（救助袋）（緩降機） 

該当なし ①本体・取付金具 

→ 同一階に限る。 

→ 設置時と同じ施工方法に限
る。 

①標識 

②本体・取付金具 

→ 設置時と同じ施工方法に
限る。 

 

別添３ 



 198

消防用設備等に係る軽微な工事に関する運用 

 

工事の区分 着  工  届 
設         置 

届      出 消 防 検 査 

新     設 必要 必要 必要 

増     設 

移     設 

取  替  え 

☆原則として必要。 

☆ただし、別紙に掲げる

軽微な工事に該当す

るものにあっては、次

により取り扱うこと

により、不要とするこ

とができる。 

○ 工事：甲種消防設備

士が実施 

○ 甲種消防設備士：試

験結果報告書当を作

成・整備 

○ 防火対象物の関係

者:経過一覧表への記

録、維持台帳の整備・

保存等 

必要 ☆必要。 

☆ただし、別紙に掲

げる軽微な工事にあ

っては、次により取

り扱うことにより、

現場確認を省略する

ことができる。 

○ 消防機関：査察

時等の機会を捉

え、維持台帳の内

容及び現場の状況

を確認 

 

改     造 

 

必要 必要 必要 

 

補 修 

撤 去 

 

不要 不要 不要 
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消 防 設 備 等 に 係 る 諸 手 続 関 係 図 

着  工  届  

出 
設  置  届  出 

点  検  報  

告 
◎届出対象 

 ○消防設備士が行う消防

設備等に係る工事及び整

備 

（例 屋内消火栓設備、ス

プリンクラー設備、自動

火災報知設備等） 

◎届出対象 

 ○特定防火対象物で延べ面

積 300 ㎡以上のもの 

 ○上記以外の防火対象物

(（19）項及び（20）項を除

く。)で延べ面積 300 ㎡以

上のもののうち、消防長又

は消防署長が指定したも

の 

◎報告対象 

 ○特定防火対象物は１年

に１回 

 ○特定防火対象物以外の

ものは３年に１回 

◎添付書類 

１消火設備 

 ○付近見取図 ○防火対

象物の概要表 ○消火

設備の概要表 ○平面

図 ○断面図 ○配管

系統図及び展開図 ○

計算書 ○使用機器図 

２警報設備 

 ○付近見取図 ○防火対

象物等の概要表○警報

設備の概要表 ○平面

図 ○断面図 ○配線

図 

３避難設備 

 ○付近見取図 ○避難器

具の概要表 ○平面図 

○立面図 ○避難器具

等の設計図等 ○計算

書 

◎添付書類 

１消防用設備等に関する図書 

 ○設計書 ○仕様書 ○計

算書 ○系統図 ○配管

及び配線図並びに平面図 

○立面図及び断面図 

２ 各消防用設備等の消防用

設備等試験結果報告書 

  

◎添付書類 

 ○各消防用設備等の種類

に応じた点検票（消防

長又は消防署長が適当

と認める場合には、消

防用設備等点検総括

表、消防用設備等点検

者一覧表の添付をする

ことができる。 
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                                  消  防  危  第 ４ ９ 号 

                            平成１４年３月２９日  

  

   各都道府県消防主管部長 殿  

                             消防庁危険物保安室長  

   

製造所等において行われる変更工事に係る取扱いについて  

標記のことについては、「製造所等において行われる工事に係る変更許可等の取扱いについて」

（昭和 61 年 12 月 26 日付け消防危第 121 号。以下「121 号通知」という。）による運用をお願いし

ているところです。  

今般、「軽微な変更工事」とは、変更許可を要しない変更工事であることを明確にするとともに、

121 号通知における「資料の提出を要しない軽微な変更工事」及び「資料の提出を要する軽微な変更工

事」の趣旨を明確にしました。すなわち、「資料の提出を要しない軽微な変更工事」とは、軽微な変

更工事のうち、資料等による確認を要さないものであり、また、「資料の提出を要する軽微な変更工

事」は、資料等による確認を要する変更工事（確認の結果、軽微な変更工事として許可を要しない場

合もあるもの）であるとしました。 

また、121 号通知別添について、変更工事の種類を細分化するとともに、軽微な変更として許可を要

さないものの範囲の見直し行いました。 

これらを踏まえ、121 通知の見直しを行い、下記のとおり製造所等において行われる変更工事の取扱

いについて定めました。これに伴い 121 号通知は廃止します。  

つきましては、貴管内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。  

                    記  

 １ 基本的事項  

（１）製造所等において、維持管理を目的とする工事が行われる結果、製造所等に変更が生じる場合

において、消防法（昭和 23 年法律第 186 号。以下「法」という。）第 11 条第 1 項本文後段の規

定による許可を要しないものとして取り扱う範囲については明文の規定はないが、同条同項及び

同条第 2 項の解釈上、法第 10 条第 4 項の位置、構造及び設備の技術上の基準（以下単に「基準」

という。）の内容と関係がない工事については、変更の許可を要しないものである。したがつ

て、製造所等を構成する部分のうち危険物以外の物質を貯蔵し、又は取り扱う部分(以下「非対象

設備」という。)については、位置の基準並びに消火設備及び警報設備の基準以外の基準の適用は

ないので、非対象設備のみの変更が行われる場合において位置又は消火設備若しくは警報設備に

変更を生じないものについては、変更の許可を要しないものであるが、危険物を貯蔵し、若しく

は取り扱う部分(以下「対象設備」という。)又は対象設備と非対象設備の両方の部分に関して行わ

れる工事については、位置、構造及び設備の基準との関連により変更許可を要するかどうかにつ

いて判断する必要が生ずることになるものである。  

（２）ただ、製造所等を構成する機器は相互に密接に関連しつつ一体として施設を構成しており、ま

た、変更の内容もさまざまであることから、変更が行われる結果基準の内容と関係が生じるかど

うかは、すべて事前に明白であるわけではなく、他方、形式的には基準の内容と関係が生じる場

合においても、その内容が軽微であるために保安上の問題が生じないものまで変更許可を要する

こととすることは、いたずらに申請者に負担をかけるだけで、事務の効率的な運用の観点からも

適当ではない。したがって、変更工事については、その形態に応じ資料等による確認を実施し、

若しくは、当該変更工事が、基準の内容と関係が生じないものであると判断できる場合又は形式

的には基準の内容と関係が生じるが保安上の問題を生じさせないものであると判断できる場合又

は資料の提出等をさせずに、当該変更工事を「軽微な変更工事」として変更許可を要しないもの

とすることができるものとする。  

２ 具体的運用に関する事項  

別添４ 
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（１）工事の内容が極めて軽微であることから、基準の内容と関係が生じないこと、又は、保安上の

問題を生じさせないことが明白であるものについては、資料等による確認を要することなく、

「軽微な変更工事」として変更許可を要しないこととすることができるものとし、この場合にお

いては、事後における資料等の提出も要しないものとする。  

（２）基準の内容と関係が生じるかどうかについて確認する必要があるものについては、「確認を要

する変更工事」として事前に工事の内容を資料等により確認をすることとし、この場合におい

て、工事の内容が、基準の内容と関係が生じないものであること又は保安上の問題を生じさせな

いものであることが明らかになった場合は、「軽微な変更工事」として変更許可の手続を要しな

いこととすることができるものとする。  

変更工事が、保安上の問題を生じさせないものであると判断するための要件をあらかじめ一律

に定めることは困難であるが、一般的には、少なくとも次の要件を満たす必要がある。  

ア 変更工事に伴い、製造所等の許可に係る危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更がな

いこと。  

イ 変更工事に伴い、位置に係る技術上の基準に変更がないこと。  

ウ 変更工事に伴い、建築物又は工作物の技術上の基準のうち、防火上又は強度上の理由から必

要とされる基準に変更がないこと。  

エ 変更工事に伴い、通常の使用状態において、可燃性蒸気又は可燃性微粉の滞留するおそれの

ある範囲の変更がないこと。  

なお、この場合において資料等による確認を実施する範囲は、工事の内容を前記の観点から判断

する上で必要な最小限のものとするよう配慮されたい。   

（３）工事の形態により、変更許可を要する工事と（２）の「確認を要する変更工事」とが同時に行

われる場合には、変更許可申請時に資料等による確認を実施して差し支えないものである。この

場合、（２）の工事が軽微な変更工事となった場合には、当該工事にかかる部分については、変

更許可に係る完成検査は要しないものである。  

（４）製造所等において行われる変更工事に係る判断のフローは図１に示すとおりである。また、

「軽微な変更工事」及び「確認を要する変更工事」に関する具体的な判断資料については、別添

のとおりであるが、別添に掲げられていない工事であっても、変更の程度がこれらの例の何れか

と類似又は同等であると認められるものについては、２（１）アからエの判断基準を参考に、同

じ取扱いをして差し支えないものである。   

３ 火花を発する器具の使用に係る手続き  

変更工事に伴い溶接溶断等火花を発する器具を使用する場合は、製造所等に係る火災等の災害防

止のため、法第 16 条の 5 に規定する資料の提出に基づき、公示性のある市町村長等の規則等によっ

て、その使用場所及び周囲の状況等に係る資料の提出を求めることが可能であること。  

ただし、許可申請、法第 11 条第 5 項ただし書きの規定による申請又は市町村条例に定める届出等

において、溶接溶断等火花を発する器具の使用場所等が確認できる場合は、申請者に負担とならな

いように、同様の届出を重複して求めることのないようにすること。   

４ その他  

予防規程を定めなければならない製造所等において、「軽微な変更工事」を実施した場合は、危険

物の規制に関する規則第 60 条の 2 第 1 項第 13 号の規定に従い、製造所等の位置、構造及び設備を明

示した書類又は図面に、実施日及び内容等を記録しておくこと。  

なお、予防規程を定めなければならない製造所等から除かれるものにあっても、「軽微な変更工

事」を実施した場合は、同様に明らかにしておくことが望ましいものであること。  
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変更工事 

No Yes 

軽微な変更工事に該当するか、該
当しないかが明らかでない。 

No Yes 

注意   このフローは、消防危第 49 号通知の図 1 に追記したもの 
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許可を要する 

変更工事 

（変更許可） 

軽微な変更工事

（資料提出を要さ

ない工事） 

 

相 談 

 

軽微な変更工事 

（資料提出を要する工事） 

必要に応じて現場の確認検査 完成検査 

明白に消防法第 10 条第 4 項の位置、構造

及び設備の技術上の基準の内容と関係が

生じない。 （事業者判断） 

確認を要する変更工事 

基準の内容と関係が生じない、または保

安上の問題を生じさせない。 

変更工事に伴い、保安上の問題を生じさせないものであると判断するための要件例 

ア）製造所等の許可に係る危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更がないこと。 

イ）位置に係る技術上の基準に変更がないこと。 

ウ）建築物又は工作物の技術上の基準のうち、防火上又は強度上の理由から必要とされる基準に変更がないこと。 

エ）通常の使用状態において、可燃性蒸気又は可燃性微粉の滞留するおそれのある範囲の変更がないこと。 

 図１ 製造所等において行われる変更工事に係る判断のフロー 
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別添  

  

第１ 定義   

１ 変更工事の区分  

変更工事は、「取替」、「補修」、「撤去」、「増設」、「移設」及び「改造」に区分する。   

２ 取替等の定義  

（１）取替  

製造所等を構成する機器・装置等を既設のものと同等の種類、機能・性能等を有するものに交

換し、又は造り直すことをいい、「改造」に該当するものを除く。  

（２）補修  

製造所等を構成する機器・装置等の損傷箇所等の部分を修復し、現状に復することをいい、

「改造」に該当するものを除く。  

（３）撤去  

製造所等を構成する機器・装置等の全部又は一部を取り外し当該施設外に搬出することをい

う。  

（４）増設  

製造所等に、新たに機器・装置等の設備を設置することをいう。  

（５）移設  

製造所等を構成する機器・装置等の設置位置を変えることをいう。  

（６）改造  

現に存する製造所等を構成する機器・装置等の全部又は一部を交換、造り直し等を行い当該機

器・装置等の構成、機能・性能を変えることをいう。  
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